
千円）

主な事業内容

住民税非課税

世帯等に給付

金を支給する

事　業　費 316,141 0 0 0 0

財
源
内
訳

国庫支出金 316,141 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 0 0 0 0 0

人　件　費 22,018.32 0 0 0 0

投入 常勤職員 3.18人 0人 0人 0人 0人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 338,159 0 0 0 0

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 1 頁

事務事業名 53549 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業

担当組織 健康福祉部 福祉総務課 担当 福祉総務担当

組織コード
R5 17 01 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R5 01 03 01 09 01 01

記入日 令和 5年 6月16日
R4 17 01 00 R4 01 03 01 09 01 01

１.事務事業の概要 ＜PLAN＞

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標・考え方 03 共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち ● 対象
再掲施策

施策 13 生活困窮者支援の充実 ○ 対象外

事業期間 令和３年度 ～ 令和４年度

戸田市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 なし

根拠法令 支給事務実施要綱 関連計画

通 達 等 施政方針

事業区分 ● 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

強靱化計画 □ リスクシナリオ番号：

総合戦略 □ 　施　策　番　号　：

対象
令和３年１２月１０日において戸田市の住民基本台帳に記録されている者で、住民税非課税世帯または家計急変世帯の要件

を満たしている者で、世帯に課税者がいない世帯

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられ

事業目的
るよう、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業を実施する。

「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化と

して、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金において、令和４年度課税情報を活用したプッシュ型での給付を実施す

る。

※予算編成用シート（評価除外対象）

事業内容

実施主体 □市による単独直営 ■委託 （□3ｾｸ･財団 ■企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

行財政改革

の取り組み

２.事業費 ＜DO＞

事
業
の
予
算
・
実
績

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（



2 頁

３.目標達成状況 ＜CHECK＞

指標名 説明・算定式 単位
Ｒ３目標 Ｒ４目標 Ｒ５目標 Ｒ６目標 Ｒ７目標

Ｒ３実績 Ｒ４実績 Ｒ５実績 Ｒ６実績 Ｒ７実績

目
標
達
成
状
況

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －
－：未設定

目標達成 ＜判断理由＞

状況

の分析

４.評価結果 ＜CHECK＞

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

施策への ２年度 ３年度 ４年度 －：未設定

貢 献 度 ＜判断理由＞
－ － －

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２年度 ３年度 ４年度 －：未設定
経費水準

＜判断理由＞
－ － －

評価結果 事業手法は適正か。

２年度 ３年度 ４年度 －：未設定
事業手法

＜判断理由＞
－ － －

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

受益・負担 ２年度 ３年度 ４年度 －：未設定

の公平性 ＜判断理由＞
－ － －

５．事業の見直し・行財政改革の取組内容 ＜ACTION＞

令和４年度に
実施した

取組内容・効果

令和５年度に
実施する取組内容

６．令和６年度の方向性・取組方針 ＜ACTION＞

○１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和６年度で終了 ○令和５年度で終了 ●令和４年度で終了

＜方向性の判断理由・取組方針＞
・当該事業は国の方針に基づき実施するものであり、国は令和４年度までの事業完了を予定しているため。

事業の方向性・
取組方針



0 0 0 0

財
源
内
訳

国庫支出金 527,330,962 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 0 0 0 0 0

人　件　費 8,170.32 0 0 0 0

投入 常勤職員 1.18人 0人 0人 0人 0人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 527,339,132 0 0 0 0

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 3 頁

事務事業名 54118 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

担当組織 健康福祉部 福祉総務課 担当 福祉総務担当

組織コード
R5 17 01 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R5 01 03 01 10 01 01

記入日 令和 5年 6月16日
R4 17 01 00 R4 01 xx xx xx xx 00

１.事務事業の概要 ＜PLAN＞

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標・考え方 03 共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち ● 対象
再掲施策

施策 13 生活困窮者支援の充実 ○ 対象外

事業期間 令和４年度 ～ 令和４年度

令和４年度戸田市電力・ガス・食料品等価格高騰緊

根拠法令 急支援給付金支給事務実施要綱 関連計画

通 達 等 施政方針

事業区分 ● 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

強靱化計画 □ リスクシナリオ番号：

総合戦略 □ 　施　策　番　号　：

対象
令和４年１０月１日において戸田市の住民基本台帳に記録されている者で、住民税非課税世帯または家計急変世帯の要件を

満たしている者で、世帯に課税者がいない世帯

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯等）に

事業目的
対する給付金事業を実施する。

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯等）に

対する給付金として、対象の世帯に１世帯当たり５万円を給付する

※予算編成用シート（評価除外対象）

事業内容

実施主体 □市による単独直営 ■委託 （□3ｾｸ･財団 ■企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

行財政改革

の取り組み

２.事業費 ＜DO＞

事
業
の
予
算
・
実
績

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

主な事業内容

住民税非課税

世帯等に給付

金を支給する

事　業　費 527,330,962



8 頁

３.目標達成状況 ＜CHECK＞

指標名 説明・算定式 単位
Ｒ３目標 Ｒ４目標 Ｒ５目標 Ｒ６目標 Ｒ７目標

Ｒ３実績 Ｒ４実績 Ｒ５実績 Ｒ６実績 Ｒ７実績

目
標
達
成
状
況

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －
－：未設定

目標達成 ＜判断理由＞

状況

の分析

４.評価結果 ＜CHECK＞

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

施策への ２年度 ３年度 ４年度 －：未設定

貢 献 度 ＜判断理由＞
－ － －

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２年度 ３年度 ４年度 －：未設定
経費水準

＜判断理由＞
－ － －

評価結果 事業手法は適正か。

２年度 ３年度 ４年度 －：未設定
事業手法

＜判断理由＞
－ － －

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

受益・負担 ２年度 ３年度 ４年度 －：未設定

の公平性 ＜判断理由＞
－ － －

５．事業の見直し・行財政改革の取組内容 ＜ACTION＞

令和４年度に
実施した

取組内容・効果

令和５年度に
実施する取組内容

６．令和６年度の方向性・取組方針 ＜ACTION＞

○１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和６年度で終了 ○令和５年度で終了 ●令和４年度で終了

＜方向性の判断理由・取組方針＞
当該事業は国の方針に基づき実施するものであり、国は令和４年度までの事業完了を予定しているため。

事業の方向性・
取組方針



100 100

一般財源 3 3 3 3 3

人　件　費 2,077.2 1,958.1 1,958.1 1,958.1 1,958.1

投入 常勤職員 0.3人 0.3人 0.3人 0.3人 0.3人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 2,180 2,061 2,061 2,061 2,061

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 9 頁

事務事業名 7046 生活資金貸付事業

担当組織 健康福祉部 生活支援課 担当 支援庶務担当

組織コード
R5 17 03 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R5 01 03 01 01 03 01

記入日 令和 5年 6月 7日
R4 17 03 00 R4 01 03 01 01 03 01

１.事務事業の概要 ＜PLAN＞

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標・考え方 03 共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち ● 対象
再掲施策

施策 13 生活困窮者支援の充実 ○ 対象外

事業期間 令和３年度 ～ 令和１２年度

戸田市生活資金貸付条例

根拠法令 戸田市生活資金貸付条例施行規則 関連計画

通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ● 自治事務のうち任意のもの

強靱化計画 □ リスクシナリオ番号：

総合戦略 □ 　施　策　番　号　：

対象
市内に居住し、住民基本台帳法により住民登録されている低所得世帯

低所得世帯に対し、資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立と生活意欲の助長促進を図り安定した

事業目的
生活を営ませる。

１世帯当り、限度額１００,０００円以内とし、貸付期間３６ヶ月以内（据え置き期間６ヶ月を含む）、分割返済、無利子

の貸付制度である。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

市単独事業であることから、埼玉県社会福祉協議会における貸付事業が充実しているため廃止を検討している。

行財政改革

の取り組み

２.事業費 ＜DO＞

事
業
の
予
算
・
実
績

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

主な事業内容

生活資金貸付 生活資金貸付 生活資金貸付 生活資金貸付 生活資金貸付

事　業　費 103 103 103 103 103

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 100 100 100



0回収できた。

令和４年度に （￥259,000→￥195,000）

実施した
取組内容・効果

引き続き債権回収を行っていくとともに債権管理を適正に行っていく。

令和５年度に
実施する取組内容

６．令和６年度の方向性・取組方針 ＜ACTION＞

○１現状で継続 ○２拡大して継続 ●３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和６年度で終了 ○令和５年度で終了 ○令和４年度で終了

＜方向性の判断理由・取組方針＞
　未返済者がいるため、今後も引き続き督促手続きを行っていくとともに、他の制度の動向を注視し、本事業の

事業の方向性・
廃止も含めた見直しについて検討していく。

取組方針

10 頁

３.目標達成状況 ＜CHECK＞

指標名 説明・算定式 単位
Ｒ３目標 Ｒ４目標 Ｒ５目標 Ｒ６目標 Ｒ７目標

Ｒ３実績 Ｒ４実績 Ｒ５実績 Ｒ６実績 Ｒ７実績

目
標
達
成
状
況

事務事業 相談件数 年間通して相談のあった 件 3 3 3 3 3
活動① 件数 0 2 － － －
事務事業 貸付件数 貸付を行った件数 件 1 1 1 1 1
成果① 0 0 － － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －
Ｃ：全ての目標が達成できなかった。

目標達成 ＜判断理由＞
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて緊急的な資金が必要な方などに対しては、社会福祉協議会が行っている緊急小口資

状況
金等貸付事業があることもあり、本市の生活資金貸付事業についての利用はなく、活動指標及び成果指標の達成には至らなか

の分析 った。

４.評価結果 ＜CHECK＞

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

施策への ２年度 ３年度 ４年度 Ｂ：施策の目標達成に貢献している。

貢 献 度 ＜判断理由＞
Ｂ Ｂ Ｂ 低所得者の方が不測の出費等で生活が困窮する恐れがある場合に、当事業を利用することにより、

安定した生活を営むことにつながるものと考える。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２年度 ３年度 ４年度 Ａ：経費の精査が十分になされている。
経費水準

＜判断理由＞
Ａ Ａ Ａ 貸付金額及び返済期間について適正であると考える。

評価結果 事業手法は適正か。

２年度 ３年度 ４年度 Ａ：事業手法は工夫され、非常に効率的・効果的である。
事業手法

＜判断理由＞
Ａ Ａ Ａ 貸付申請から概ね3日程度で貸付処理を行い、貸付限度額も10万円までとしているため適正である

と考える。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

受益・負担 ２年度 ３年度 ４年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

の公平性 ＜判断理由＞
Ｂ Ｂ Ｂ 貸付に対する返済であるため適正と考える。

５．事業の見直し・行財政改革の取組内容 ＜ACTION＞
生活資金貸付の債権回収を進めたことにより、滞納繰越分の未納額を令和4年度中に￥64,00



　費 1,384.8 1,958.1 1,958.1 1,958.1 1,958.1

投入 常勤職員 0.2人 0.3人 0.3人 0.3人 0.3人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 6,149 4,436 4,213 4,436 4,436

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 11 頁

事務事業名 7047 行旅死亡人及び行旅病人取扱事業

担当組織 健康福祉部 生活支援課 担当 生活支援担当

組織コード
R5 17 03 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R5 01 03 01 01 04 01

記入日 令和 5年 6月 8日
R4 17 03 00 R4 01 03 01 01 04 01

１.事務事業の概要 ＜PLAN＞

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標・考え方 03 共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち ● 対象
再掲施策

施策 13 生活困窮者支援の充実 ○ 対象外

事業期間 令和３年度 ～ 令和１２年度

行旅病人及行旅死亡人取扱法

根拠法令 関連計画

通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

強靱化計画 □ リスクシナリオ番号：

総合戦略 □ 　施　策　番　号　：

対象
戸田市内における行旅病人及び行旅死亡人及び墓地埋葬法により葬祭執行人のいない死亡者

行旅死亡人等の埋火葬を行う。

事業目的

行旅死亡人の身元調査を実施し、葬祭執行人のいない死亡者に対しては「行旅病人及行旅死亡人取扱法」に基づき、また、

自宅等で死亡した方で、引き取り手がいない場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、それぞれ埋火葬を行う。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

行財政改革

の取り組み

２.事業費 ＜DO＞

事
業
の
予
算
・
実
績

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

主な事業内容

行旅死亡人取 行旅死亡人取 行旅死亡人取 行旅死亡人取 行旅死亡人取

扱 扱 扱 扱 扱

事　業　費 4,764 2,478 2,255 2,478 2,478

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 2,447 2,447 2,447 2,447

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 4,764 31 -192 31 31

人　件



12 頁

３.目標達成状況 ＜CHECK＞

指標名 説明・算定式 単位
Ｒ３目標 Ｒ４目標 Ｒ５目標 Ｒ６目標 Ｒ７目標

Ｒ３実績 Ｒ４実績 Ｒ５実績 Ｒ６実績 Ｒ７実績

目
標
達
成
状
況

事務事業 行旅死亡人等発生件数 行旅死亡人と思われる事 件
活動① 案の発生件数 9 － － －
事務事業 事案対応件数 警察署からの通報に基づ 件
成果① き対応した件数 9 － － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －
Ａ：全ての目標を達成した。

目標達成 ＜判断理由＞
発生した行旅死亡人の処置であり、目標を設定することはなじまない業務であり、目標値は設定しない。

状況
発生した行旅死亡人全てについて適切に処置を行った。

の分析

４.評価結果 ＜CHECK＞

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

施策への ２年度 ３年度 ４年度 －：未設定

貢 献 度 ＜判断理由＞
－ － －

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２年度 ３年度 ４年度 －：未設定
経費水準

＜判断理由＞
－ Ａ －

評価結果 事業手法は適正か。

２年度 ３年度 ４年度 －：未設定
事業手法

＜判断理由＞
－ Ａ －

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

受益・負担 ２年度 ３年度 ４年度 －：未設定

の公平性 ＜判断理由＞
－ Ａ －

５．事業の見直し・行財政改革の取組内容 ＜ACTION＞

令和４年度に
実施した

取組内容・効果

令和５年度に
実施する取組内容

６．令和６年度の方向性・取組方針 ＜ACTION＞

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和６年度で終了 ○令和５年度で終了 ○令和４年度で終了

＜方向性の判断理由・取組方針＞
行旅死亡人の連絡が警察署等関係機関からあった場合には早急に対応していく。

事業の方向性・
取組方針



支出金 2,160 4,429 4,429 4,429 4,429

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 24 14 14 0

一般財源 3,205 1,461 1,217 1,471 1,485

人　件　費 692.4 652.7 652.7 652.7 652.7

投入 常勤職員 0.1人 0.1人 0.1人 0.1人 0.1人

人員 非常勤職員 1.29人 1.29人 1.29人 1.29人 1.29人

事業費＋人件費 6,057 6,567 6,313 6,567 6,567

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 13 頁

事務事業名 7049 ホームレス総合相談事業

担当組織 健康福祉部 生活支援課 担当 生活支援担当

組織コード
R5 17 03 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R5 01 03 01 01 05 01

記入日 令和 5年 6月15日
R4 17 03 00 R4 01 03 01 01 05 01

１.事務事業の概要 ＜PLAN＞

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標・考え方 03 共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち ● 対象
再掲施策

施策 13 生活困窮者支援の充実 ○ 対象外

事業期間 令和３年度 ～ 令和１２年度

ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 ホームレスの自立の支援等に関する基本方針

根拠法令 生活困窮者自立支援法 関連計画

通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

強靱化計画 □ リスクシナリオ番号：

総合戦略 □ 　施　策　番　号　：

対象
戸田市内におけるホームレス及びホームレスとなるおそれのある者

ホームレス等の相談活動を行い、これらの者の抱える問題を把握し、必要な援助が受けられるようにすることにより、その

事業目的
者の自立を支援すること。

ホームレス巡回相談員が市内を巡回し、これらの者と直に面接を行い、日常生活に関する相談等を行う。相談の結果、各種

施策の活用にかかる助言、関係機関との連携を行い、必要な支援を行う。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

行財政改革

の取り組み

２.事業費 ＜DO＞

事
業
の
予
算
・
実
績

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

主な事業内容

ホームレス総 ホームレス総 ホームレス総 ホームレス総 ホームレス総

合相談事業 合相談事業 合相談事業 合相談事業 合相談事業

事　業　費 5,365 5,914 5,660 5,914 5,914

財
源
内
訳

国庫



４年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

の公平性 ＜判断理由＞
Ｂ Ｂ Ｂ 国の補助を受け事業実施しており、適正であると考える。

５．事業の見直し・行財政改革の取組内容 ＜ACTION＞

令和４年度に
実施した

取組内容・効果

令和５年度に
実施する取組内容

６．令和６年度の方向性・取組方針 ＜ACTION＞

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和６年度で終了 ○令和５年度で終了 ○令和４年度で終了

＜方向性の判断理由・取組方針＞
　市内のホームレスのほとんどが荒川河川敷に居住していることから、これまで同様に荒川河川敷を中心に巡回

事業の方向性・
し、訪問及び支援を行っていく。新型コロナウイルスや物価高騰の影響による解雇及び事業破綻による失職で、

取組方針
ホームレスが増えることが考えられるが、継続的ににホームレスの自立促進に向けて支援していく。

14 頁

３.目標達成状況 ＜CHECK＞

指標名 説明・算定式 単位
Ｒ３目標 Ｒ４目標 Ｒ５目標 Ｒ６目標 Ｒ７目標

Ｒ３実績 Ｒ４実績 Ｒ５実績 Ｒ６実績 Ｒ７実績

目
標
達
成
状
況

事務事業 巡回相談日数 年間の巡回相談日数 日 200 200 200 200 200
活動① 114 139 － － －
事務事業 ホームレス減少率 前年度ホームレスからの ％ 5 5 5 5 5
成果① 減少率 15 5 － － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －
Ｂ：いずれかの目標を達成した。

目標達成 ＜判断理由＞
令和４年度は新型コロナウイルスの感染防止の観点から、巡回相談の自粛期間はあったが日数は前年度より増加している。ま

状況
た、ホームレス数は令和３度末（令和４年３月）は２２人だったが、令和４年度末（令和５年３月）には２１人となった。ホ

の分析 ームレスの高齢化等の理由により、野外での生活に限界を感じる者が増加していること等が要因と考えられる。

４.評価結果 ＜CHECK＞

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

施策への ２年度 ３年度 ４年度 Ａ：施策の目標達成に大いに貢献している。

貢 献 度 ＜判断理由＞
Ａ Ａ Ａ ホームレス相談員が市内を巡回し、面談・相談等を行い状況把握に努め、適切に助言等を行ってい

るもので、生活困窮者の支援につながるものと考える。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２年度 ３年度 ４年度 Ａ：経費の精査が十分になされている。
経費水準

＜判断理由＞
Ａ Ａ Ａ ホームレス相談員の人件費については、国の補助を受け、事業を行っており、適正であると考える

。

評価結果 事業手法は適正か。

２年度 ３年度 ４年度 Ａ：事業手法は工夫され、非常に効率的・効果的である。
事業手法

＜判断理由＞
Ａ Ａ Ａ ホームレス相談員が市内を巡回し、面談・相談等を行い、日常生活の状況等を把握し、関係機関と

連携しながら適切な援助を行っており、効果的な手法で実施していると考える。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

受益・負担 ２年度 ３年度



施 援事業を実施 援事業を実施

する。 する。 する。 する。 する。

事　業　費 22,113 32,259 32,918 32,259 32,259

財
源
内
訳

国庫支出金 17,970 22,513 22,513 22,513 22,513

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 4,143 9,746 10,405 9,746 9,746

人　件　費 4,846.8 5,221.6 5,221.6 5,221.6 5,221.6

投入 常勤職員 0.7人 0.8人 0.8人 0.8人 0.8人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 26,960 37,481 38,140 37,481 37,481

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 15 頁

事務事業名 44306 生活困窮者自立支援事業

担当組織 健康福祉部 生活支援課 担当 支援庶務担当

組織コード
R5 17 03 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R5 01 03 01 01 06 01

記入日 令和 5年 6月15日
R4 17 03 00 R4 01 03 01 01 06 01

１.事務事業の概要 ＜PLAN＞

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標・考え方 03 共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち 29 ● 対象
再掲施策

施策 13 生活困窮者支援の充実 ○ 対象外

事業期間 令和３年度 ～ 令和１２年度

生活困窮者自立支援法

根拠法令 関連計画

通 達 等 施政方針

事業区分 ● 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

強靱化計画 □ リスクシナリオ番号：

総合戦略 ■ 　施　策　番　号　：２－２、３－１

対象
市内に居住している生活上の問題を抱えている生活困窮者

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し自立相談支援事業の実施し、自立した生活が営

事業目的
めるよう支援をする。

自立相談支援事業において、相談窓口で生活困窮者の相談を受け、①生活困窮者の抱えている課題を評価・分析し、そのニ

ーズを把握　②ニーズに応じた支援が計画的かつ継続的に行われるよう、自立支援計画を策定　③自立支援計画に基づく各

種支援が包括的に行われるよう、関係機関との連絡調整を実施。

事業内容

実施主体 □市による単独直営 ■委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 ■市民･NPO） □協働･協力（ ）

行財政改革

の取り組み

２.事業費 ＜DO＞

事
業
の
予
算
・
実
績

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

主な事業内容

自立相談支援 自立相談支援 自立相談支援 自立相談支援 自立相談支援

事業等の各支 事業等の各支 事業等の各支 事業等の各支 事業等の各支

援事業を実施 援事業を実施 援事業を実



づく支援であり、公平に実施している。

５．事業の見直し・行財政改革の取組内容 ＜ACTION＞

令和４年度に
実施した

取組内容・効果

令和5年度から任意事業である「就労準備支援事業」や「家計改善支援事業」を実施する。

令和５年度に
実施する取組内容

６．令和６年度の方向性・取組方針 ＜ACTION＞

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和６年度で終了 ○令和５年度で終了 ○令和４年度で終了

＜方向性の判断理由・取組方針＞
市民への周知活動に努めるとともに、関係各所と連携を図りながら支援を行っていく。

事業の方向性・
また、令和5年度から任意事業である「就労準備支援事業」や「家計改善支援事業」を行っており、困窮者に対

取組方針
する複合的な支援を継続的に実施していく。

16 頁

３.目標達成状況 ＜CHECK＞

指標名 説明・算定式 単位
Ｒ３目標 Ｒ４目標 Ｒ５目標 Ｒ６目標 Ｒ７目標

Ｒ３実績 Ｒ４実績 Ｒ５実績 Ｒ６実績 Ｒ７実績

目
標
達
成
状
況

事務事業 相談件数 年間延べ相談件数 件 850 870 890 910 930
活動① 858 317 － － －
事務事業 支援対象者件数 プラン作成件数 件 62 63 64 65 66
成果① 76 79 － － －
総合戦略

KPI① － － －

－ － －

－ － －

－ － －
Ｂ：いずれかの目標を達成した。

目標達成 ＜判断理由＞
新型コロナウイルス感染症の収入減による相談件数が前年度の約０．３６倍に減少した。相談においては、住居確保給付金や

状況
社会福祉協議会が行っている緊急小口資金等の相談件数も多くあった。

の分析 プラン作成については、相談者と調整した結果、目標値を達成することができた。

４.評価結果 ＜CHECK＞

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

施策への ２年度 ３年度 ４年度 Ａ：施策の目標達成に大いに貢献している。

貢 献 度 ＜判断理由＞
Ａ Ａ Ａ 関係機関との連携を強化し多くの相談者の支援を実施しており、生活保護に至る前の生活困窮者の

支援として施策の目標に貢献していると考える。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２年度 ３年度 ４年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。
経費水準

＜判断理由＞
Ｂ Ｂ Ｂ 複合的な課題を抱える相談者が多いため、対応する窓口でも福祉に関する専門的な知識を有してい

る職員を委託して配置して実施しており、委託料にかかる事業費等も適正であると考える。

評価結果 事業手法は適正か。

２年度 ３年度 ４年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。
事業手法

＜判断理由＞
Ｂ Ｂ Ｂ 生活困窮者自立支援法に基づく支援方法により対応しており、手法は適正と考える。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

受益・負担 ２年度 ３年度 ４年度 Ａ：受益・負担は十分な検討、見直しを実施している。

の公平性 ＜判断理由＞
Ａ Ａ Ａ 生活困窮者自立支援法に基



4

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 4,758 2,747 1,308 2,747 2,747

人　件　費 2,423.4 2,610.8 2,610.8 2,610.8 2,610.8

投入 常勤職員 0.35人 0.4人 0.4人 0.4人 0.4人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 21,457 13,552 12,113 13,552 13,552

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 17 頁

事務事業名 44689 住居確保給付金

担当組織 健康福祉部 生活支援課 担当 支援庶務担当

組織コード
R5 17 03 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R5 01 03 01 01 06 02

記入日 令和 5年 6月15日
R4 17 03 00 R4 01 03 01 01 06 02

１.事務事業の概要 ＜PLAN＞

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標・考え方 03 共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち ● 対象
再掲施策

施策 13 生活困窮者支援の充実 ○ 対象外

事業期間 令和３年度 ～ 令和１２年度

生活困窮者自立支援法

根拠法令 関連計画

通 達 等 施政方針

事業区分 ● 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

強靱化計画 □ リスクシナリオ番号：

総合戦略 □ 　施　策　番　号　：

対象
離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者で、法的支給要件を満たしている者

離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した者又は住宅を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の住居確保給付金

事業目的
を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う。

支援対象者に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより生活を安定させ、就労機会の確保に向けた支援を行

っていく。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

行財政改革

の取り組み

２.事業費 ＜DO＞

事
業
の
予
算
・
実
績

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

主な事業内容

住居確保給付 住居確保給付 住居確保給付 住居確保給付 住居確保給付

金の支給 金の支給 金の支給 金の支給 金の支給

事　業　費 19,034 10,941 9,502 10,941 10,941

財
源
内
訳

国庫支出金 14,276 8,194 8,194 8,194 8,19



見直し・行財政改革の取組内容 ＜ACTION＞

令和４年度に
実施した

取組内容・効果

令和５年度に
実施する取組内容

６．令和６年度の方向性・取組方針 ＜ACTION＞

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和６年度で終了 ○令和５年度で終了 ○令和４年度で終了

＜方向性の判断理由・取組方針＞
国が提唱する第２のセーフティーネットとしての事業の一端であり、今後も生活困窮者自立支援制度との連携を

事業の方向性・
図り、効果的に事業を実施していく。

取組方針

18 頁

３.目標達成状況 ＜CHECK＞

指標名 説明・算定式 単位
Ｒ３目標 Ｒ４目標 Ｒ５目標 Ｒ６目標 Ｒ７目標

Ｒ３実績 Ｒ４実績 Ｒ５実績 Ｒ６実績 Ｒ７実績

目
標
達
成
状
況

事務事業 相談件数 相談受付件数 件 140 150 150 150 150
活動① 143 158 － － －
事務事業 支給件数 延べ支給件数 件 20 620 620 620 620
成果① 620 379 － － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －
Ｂ：いずれかの目標を達成した。

目標達成 ＜判断理由＞
相談件数については、例年通りの伸び率により目標値に対して実績が上回った。

状況
しかしながら支給件数については、昨年の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ目標値を実績ベースで設定したが、目標

の分析 値を下回る結果となった。

４.評価結果 ＜CHECK＞

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

施策への ２年度 ３年度 ４年度 Ａ：施策の目標達成に大いに貢献している。

貢 献 度 ＜判断理由＞
Ａ Ａ Ａ 住居確保給付金の支給を受けて、住居を確保し続けることで、就職活動等を行い定職に就くことを

目指すもので、生活再建に向けた支援として施策の目的に貢献するものと考える。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２年度 ３年度 ４年度 Ａ：経費の精査が十分になされている。
経費水準

＜判断理由＞
Ａ Ａ Ａ 支給額要件が定められており、支給した経費についても国の補助事業であるため、適正な水準とい

える。

評価結果 事業手法は適正か。

２年度 ３年度 ４年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。
事業手法

＜判断理由＞
Ｂ Ｂ Ｂ 事業目的のとおり、給付金を支給することで生活自立相談センターとともに就労に向けた支援を行

っていることから適正であると考える。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

受益・負担 ２年度 ３年度 ４年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

の公平性 ＜判断理由＞
Ｂ Ｂ Ｂ 支給額については、生活保護の住宅扶助に準じた基準であるため適正であると考える。

５．事業の



30

一般財源 263,937 30,081 31,130 30,081 30,081

人　件　費 11,078.4 20,886.4 27,413.4 33,940.4 35,898.5

投入 常勤職員 1.6人 3.2人 4.2人 5.2人 5.5人

人員 非常勤職員 2人 2人 2人 2人 2人

事業費＋人件費 294,428 78,121 85,697 91,175 93,134

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 19 頁

事務事業名 21169 生活保護事務費

担当組織 福祉部 生活支援課 担当 生活支援担当

組織コード
R5 17 03 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R5 01 03 03 01 02 01

記入日 令和 5年 6月 8日
R4 17 03 00 R4 01 03 03 01 02 01

１.事務事業の概要 ＜PLAN＞

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標・考え方 03 共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち ● 対象
再掲施策

施策 13 生活困窮者支援の充実 ○ 対象外

事業期間 令和３年度 ～ 令和１２年度

生活保護法

根拠法令 関連計画

通 達 等 施政方針

事業区分 ● 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

強靱化計画 □ リスクシナリオ番号：

総合戦略 □ 　施　策　番　号　：

対象
戸田市内に居住する生活困窮者及び生活保護の被保護者

市民あるいは市内の住所不定者であって、生活に困窮している者の最低限度の生活を保障する。また、被保護者の自立の可

事業目的
能性を見い出し、その能力を生かして社会生活に適応できるよう援助していく。

①生活困窮者の相談・助言及び生活保護の申請受理　②被保護者の資産・能力・他法他施策の活用・指導　③被保護者の自

立支援

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

行財政改革

の取り組み

２.事業費 ＜DO＞

事
業
の
予
算
・
実
績

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

主な事業内容

生活保護事務 生活保護事務 生活保護事務 生活保護事務 生活保護事務

費 費 費 費 費

事　業　費 283,350 57,235 58,284 57,235 57,235

財
源
内
訳

国庫支出金 19,413 25,224 25,224 25,224 25,224

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 1,930 1,930 1,930 1,9



活用し、様々な支援を行っている。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

受益・負担 ２年度 ３年度 ４年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

の公平性 ＜判断理由＞
Ａ Ａ Ｂ 不正受給者を発見した際には、厳正な対応を行っている。その他については、適正に実施している

。

５．事業の見直し・行財政改革の取組内容 ＜ACTION＞

令和４年度に
実施した

取組内容・効果

令和５年度に
実施する取組内容

６．令和６年度の方向性・取組方針 ＜ACTION＞

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和６年度で終了 ○令和５年度で終了 ○令和４年度で終了

＜方向性の判断理由・取組方針＞
　生活保護受給者への支援を効果的に実施して、自立へ繋げていく。

事業の方向性・
　また、生活困窮者自立支援制度等、他法を積極的に活用して事業費を抑制していくとともに、必要な人員の確

取組方針
保、事務フローの見直し等を行っていく。

20 頁

３.目標達成状況 ＜CHECK＞

指標名 説明・算定式 単位
Ｒ３目標 Ｒ４目標 Ｒ５目標 Ｒ６目標 Ｒ７目標

Ｒ３実績 Ｒ４実績 Ｒ５実績 Ｒ６実績 Ｒ７実績

目
標
達
成
状
況

事務事業 訪問回数 ケースワーカー等による 件 4,546 4,546 4,546 4,546 4,546
活動① 調査件数 1,598 2,167 － － －
事務事業 自立世帯数 自立し生活保護を配した 世帯 50 50 50 50 50
成果① 世帯数 16 31 － － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －
Ｃ：全ての目標が達成できなかった。

目標達成 ＜判断理由＞
世帯類型に基づき策定した計画訪問回数 4,546回に対して訪問回数の実績が 2,167回となり、目標を下回った。これは新型コ

状況
ロナウィルスの影響により、年度途中まで臨宅訪問を回避自粛し、電話による確認を増加させたためである。

の分析 就労等による自立世帯数は前年度より増加し、31世帯となったが、目標には届かなかった。新型コロナウィルスの感染拡大の
影響から雇用情勢が厳しくなっていることも一因と考えられる。

４.評価結果 ＜CHECK＞

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

施策への ２年度 ３年度 ４年度 Ａ：施策の目標達成に大いに貢献している。

貢 献 度 ＜判断理由＞
Ａ Ａ Ａ 生活保護制度は、社会保障制度の中で最後のセーフティネットとして機能しており、必要な制度で

施策へ貢献するものと考える。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２年度 ３年度 ４年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。
経費水準

＜判断理由＞
Ｂ Ｂ Ｂ 生活保護受給者が増加傾向にあるため、事業費が増加しているが、法に基づき、適切に事務を執行

している。

評価結果 事業手法は適正か。

２年度 ３年度 ４年度 Ａ：事業手法は工夫され、非常に効率的・効果的である。
事業手法

＜判断理由＞
Ａ Ａ Ａ 生活保護受給者へケースワーカーが真摯に向きあうとともに、就労支援や教育支援に当たっては就

労支援員や教育支援員を始めとする会計年度任用職員を



7,115 147,115 147,115

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 37,111 30,000 30,000 30,000 30,000

一般財源 938,748 1,249,767 886,730 1,276,879 1,303,723

人　件　費 132,248.4 124,665.7 134,456.2 144,246.7 148,815.6

投入 常勤職員 19.1人 19.1人 20.6人 22.1人 22.8人

人員 非常勤職員 3.78人 3.78人 3.78人 3.78人 3.78人

事業費＋人件費 4,782,349 5,644,116 5,391,935 5,870,222 5,982,166

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 21 頁

事務事業名 20797 生活保護扶助費

担当組織 健康福祉部 生活支援課 担当 支援庶務担当

組織コード
R5 17 03 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R5 01 03 03 02 01 01

記入日 令和 5年 6月 8日
R4 17 03 00 R4 01 03 03 02 01 01

１.事務事業の概要 ＜PLAN＞

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標・考え方 03 共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち 29 ● 対象
再掲施策

施策 13 生活困窮者支援の充実 ○ 対象外

事業期間 令和３年度 ～ 令和１２年度

生活保護法

根拠法令 関連計画

通 達 等 施政方針

事業区分 ● 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

強靱化計画 □ リスクシナリオ番号：

総合戦略 □ 　施　策　番　号　：

対象
生活保護の要保護者及び被保護者

生活困窮者の最低限度の生活保障及び自立支援

事業目的

生活保護の被保護者（世帯主）に対し、毎月１回定期的に生活保護費を支給する。また、医療扶助及び介護扶助は医療券及

び介護券等を交付する現物給付である。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

行財政改革

の取り組み

２.事業費 ＜DO＞

事
業
の
予
算
・
実
績

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

主な事業内容

保護費の支給 保護費の支給 保護費の支給 保護費の支給 保護費の支給

、医療券・介 、医療券・介 、医療券・介 、医療券・介 、医療券・介

護券等の交付 護券等の交付 護券等の交付 護券等の交付 護券等の交付

事　業　費 4,650,101 5,519,450 5,257,479 5,725,975 5,833,350

財
源
内
訳

国庫支出金 3,537,365 4,117,087 4,193,634 4,271,981 4,352,512

県支出金 136,877 122,596 14



直し・行財政改革の取組内容 ＜ACTION＞

令和４年度に
実施した

取組内容・効果

令和５年度に
実施する取組内容

６．令和６年度の方向性・取組方針 ＜ACTION＞

○１現状で継続 ●２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和６年度で終了 ○令和５年度で終了 ○令和４年度で終了

＜方向性の判断理由・取組方針＞
生活保護受給者への支援をより効果的に実施し、就労にむけた支援を行い自立へ繋げていくなど、生活困窮者自

事業の方向性・
立支援制度との連携を行っていく。また、長期化した新型コロナウイルスや物価高騰の影響等により生活困窮者

取組方針
が増加している中で、現在国の基準を大幅に下回り不足しているケースワーカーの増員を図りながら、増加する
事務に対応できる体制を整備していく必要がある。

22 頁

３.目標達成状況 ＜CHECK＞

指標名 説明・算定式 単位
Ｒ３目標 Ｒ４目標 Ｒ５目標 Ｒ６目標 Ｒ７目標

Ｒ３実績 Ｒ４実績 Ｒ５実績 Ｒ６実績 Ｒ７実績

目
標
達
成
状
況

事務事業 保護世帯数 延べ保護世帯数 世帯 22,470 22,650 22,660 22,670 22,680
活動① 22,639 22,665 － － －
事務事業 保護人員 延べ保護人員 延べ人 28,170 28,200 28,220 28,240 28,270
活動② 27,819 27,613 － － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －
Ｂ：いずれかの目標を達成した。

目標達成 ＜判断理由＞
目標指数は未達成ではあるが、保護世帯数・保護人員ともに概ね横ばいの状態が続いている。長期化した新型コロナウイルス

状況
や物価高騰の影響等もあり、今後も増加傾向が推察される。

の分析

４.評価結果 ＜CHECK＞

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

施策への ２年度 ３年度 ４年度 Ａ：施策の目標達成に大いに貢献している。

貢 献 度 ＜判断理由＞
Ａ Ａ Ａ 生活保護制度は、社会保障制度の最後のセーフティネットとして機能しており、必要な制度である

。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２年度 ３年度 ４年度 Ａ：経費の精査が十分になされている。
経費水準

＜判断理由＞
Ａ Ａ Ａ 国が定めた基準に基づき保護費が支給されている。生活保護受給者が増加傾向にある中、効率的な

事務を実施している。

評価結果 事業手法は適正か。

２年度 ３年度 ４年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。
事業手法

＜判断理由＞
Ａ Ｂ Ｂ 法を順守して適切に生活保護制度を運用し、臨時職員等も活用しながら、生活保護受給者へ様々な

支援を行っている。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

受益・負担 ２年度 ３年度 ４年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

の公平性 ＜判断理由＞
Ａ Ｂ Ｂ 国が定めた基準・実施方法に基づいて支援している。不正受給している者もおり、厳正な対応を行

っている。

５．事業の見



計画額（千円） 計画額（千円）

主な事業内容

自立支援金の

支給

事　業　費 42,160 0 0 0 0

財
源
内
訳

国庫支出金 42,060 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 100 0 0 0 0

人　件　費 4,846.8 0 0 0 0

投入 常勤職員 0.7人 0人 0人 0人 0人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 47,007 0 0 0 0

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 23 頁

事務事業名 53025 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

担当組織 健康福祉部 生活支援課 担当 生活支援担当

組織コード
R5 17 03 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R5 01 xx xx xx xx 00

記入日 令和 5年 6月 8日
R4 17 03 00 R4 01 xx xx xx xx 00

１.事務事業の概要 ＜PLAN＞

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標・考え方 03 共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち ● 対象
再掲施策

施策 13 生活困窮者支援の充実 ○ 対象外

事業期間 令和３年度 ～ 令和４年度

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支

根拠法令 給要綱 関連計画

通 達 等 施政方針

事業区分 ● 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

強靱化計画 □ リスクシナリオ番号：

総合戦略 □ 　施　策　番　号　：

対象
社会福祉協議会が行っている緊急小口資金等の特例貸付における再貸付を受けた世帯等

生活保護受給者でないこと

新型コロナの長期化に伴い、緊急小口資金等の特例貸付の貸付限度額に達している、社会福祉協議会から再貸付について不

事業目的
承認とされた、といった事情などで、困窮状態から脱却することができない世帯に対し、就労による自立を図るため、また

それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげることを目的に、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を

給付し、生活の維持を図る。

国が定めた求職活動を行うことを条件に、単身世帯６万円・２人世帯８万円・３人以上世帯１０万円を給付する。

（給付期間最大６か月）

　※予算編成用シート（評価事業対象外）

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 ■市民･NPO） □協働･協力（ ）

行財政改革

の取り組み

２.事業費 ＜DO＞

事
業
の
予
算
・
実
績

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円）



＞

○１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和６年度で終了 ○令和５年度で終了 ●令和４年度で終了

＜方向性の判断理由・取組方針＞
当該事業は国の方針に基づき実施するもので、令和４年度までの事業であることから、令和４年度をもって終了

事業の方向性・
とする。

取組方針

24 頁

３.目標達成状況 ＜CHECK＞

指標名 説明・算定式 単位
Ｒ３目標 Ｒ４目標 Ｒ５目標 Ｒ６目標 Ｒ７目標

Ｒ３実績 Ｒ４実績 Ｒ５実績 Ｒ６実績 Ｒ７実績

目
標
達
成
状
況

事務事業 支給件数 支援金支給件数 件 2,700 745
活動① 748 562 － － －
事務事業 常用就職件数 常用就職件数 件 50 50
活動② 31 33 － － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －
Ｃ：全ての目標が達成できなかった。

目標達成 ＜判断理由＞
支給件数については、総合支援資金の貸付件数から目標値を算出したが、予想より実際の申請件数が下回った。また、常用就

状況
職件数については、コロナ禍が長引いているため、求人と求職の件数にギャップが生じていることが推察される。

の分析

４.評価結果 ＜CHECK＞

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

施策への ２年度 ３年度 ４年度 Ａ：施策の目標達成に大いに貢献している。

貢 献 度 ＜判断理由＞
Ａ Ａ Ａ 求職活動を実施することが支給要件となるため、生活再建に向けた支援として施策へ貢献している

ものと考える。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２年度 ３年度 ４年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。
経費水準

＜判断理由＞
Ｂ Ｂ Ｂ 支給要件が定められており、支給した経費についても国の補助事業となっているため、適正な水準

といえる。

評価結果 事業手法は適正か。

２年度 ３年度 ４年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。
事業手法

＜判断理由＞
Ｂ Ｂ Ｂ 国で定められたガイドラインに沿って、適正に実施している。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

受益・負担 ２年度 ３年度 ４年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

の公平性 ＜判断理由＞
Ｂ Ｂ Ｂ 国で定められた額の支給となっており、また、国の補助で賄われることから適正である。

５．事業の見直し・行財政改革の取組内容 ＜ACTION＞

令和４年度に
実施した

取組内容・効果

令和５年度に
実施する取組内容

６．令和６年度の方向性・取組方針 ＜ACTION


